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〔
論
考
・
査
読
付
〕中

世
四
国
地
方
の
通
貨
事
情
の
実
態

小　

早　

川　

裕　

悟

は
じ
め
に

　

中
世
貨
幣
史
は
、
第
一
人
者
で
あ
る
小
葉
田
淳
氏
を
は
じ
め
と
し

て
、
戦
前
よ
り
中
世
主
要
都
市
を
中
心
に
し
た
様
々
な
研
究
が
進
め

ら
れ
て
き
た（（
（

。
一
方
、
地
方
の
通
貨
事
情
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料

の
不
足
を
理
由
に
し
て
実
態
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
点
に
取

り
組
む
た
め
、
筆
者
は
過
去
に
中
世
北
陸
の
通
貨
事
情
に
関
す
る
論

考
を
報
告
し
て
い
る（（
（

。

　

ま
た
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
貨
幣
に
は
、
広
義
の
意
味
で

掛
け
取
引
な
ど
の
信
用
や
米
な
ど
の
商
品
貨
幣
に
つ
い
て
も
含
ま
れ

る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
貨
幣
と
は
中
国
銭
を
主
体
と
す
る
銅
銭

の
み
を
対
象
と
し
、
銅
銭
に
関
す
る
通
貨
事
情
を
取
り
上
げ
る
こ
と

と
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
四
国
地
方
に
関
す
る
通
貨
事
情
に
つ
い
て
、
前
稿（（
（

と

同
様
に
文
献
史
学
と
考
古
学
を
融
合
さ
せ
る
研
究
手
法
を
用
い
て
論

じ
て
い
く
。
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
に
つ
い
て
は
、
北
陸
地
方
と
同

様
に
専
論
と
な
る
論
考
が
少
な
く
、
四
国
地
方
の
銭
貨
流
通
時
期
や

動
向
な
ど
の
通
貨
事
情
は
特
定
時
期
を
除
き
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
に
て
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
現
在
、
詳
細
が
判
明
し
て
い
な
い
他
地
方
の
通

貨
事
情
を
含
め
た
中
世
日
本
全
域
を
対
象
と
す
る
貨
幣
史
の
構
築
の

足
が
か
り
と
な
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
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中
世
四
国
の
通
貨
事
情
に
関
す
る
専
論
と
な
る
先
行
研
究
に
つ
い

て
は
、
文
献
史
学
か
ら
は
神
木
哲
男
氏
と
高
木
久
史
氏
、
考
古
学
か

ら
は
高
田
倫
子
氏
の
論
考
が
確
認
さ
れ
る
。
神
木
氏
は
、
鎌
倉
末
期

か
ら
南
北
町
期
に
お
い
て
熊
野
神
社
の
荘
園
で
あ
っ
た
土
佐
国
大
忍

荘
（
現
在
の
高
知
県
香
南
市
（
に
て
、
鎌
倉
中
期
以
降
に
貨
幣
を
使

用
し
、
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
年
貢
の
銭
納
化
が
実

現
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る（（
（

。
高
木
氏
は
、
一
六
世
紀
第
（
四
半
期
の

状
況
に
つ
い
て
、
伊
予
で
は
「
分
銭
古
」、
讃
岐
で
は
「
上
銭
」
と

い
う
形
で
銭
貨
の
階
層
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（（
（

。

　

そ
し
て
、
高
田
氏
は
、
壺
な
ど
に
入
っ
た
形
で
の
一
括
出
土
銭
で

は
な
く
、
遺
跡
に
お
い
て
単
独
に
出
土
す
る
個
別
発
見
貨
に
着
目
し
、

中
世
四
国
で
は
一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀
前
半
、
備
蓄
銭
慣
習

開
始
期
以
前
よ
り
銭
貨
流
通
が
確
認
さ
れ
る
と
し
た（（
（

。
ま
た
、
出
土

銭
貨
の
報
告
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
岡
本
桂
典
氏
に
よ
り
四
国
地

方
に
お
け
る
出
土
銭
貨
の
紹
介
が
行
わ
れ（（
（

、
さ
ら
に
四
国
四
県
の
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
を
刊
行
し
、
そ
の
中

で
銭
貨
の
出
土
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。

　

以
上
が
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
に
関
す
る
先
行
研
究
の
概
要
で
あ

る
が
、
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
に
つ
い
て
は
、
特
定
時
期
の
状
況
し

か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
世
期
の

四
国
に
お
け
る
銭
貨
の
流
通
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

　

な
お
、
中
世
四
国
は
、
本
州
と
四
国
と
の
間
に
瀬
戸
内
海
が
存
在

し
、
こ
の
瀬
戸
内
海
を
利
用
し
た
堺
を
拠
点
と
す
る
海
運
業
が
活
発

で
あ
っ
た
。
特
に
、
中
世
で
は
主
要
都
市
の
一
つ
で
あ
っ
た
堺
へ
向

け
て
外
海
か
ら
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
交
易
が
行
わ
れ
、
南
蛮
船
な
ど

の
貿
易
船
が
航
路
の
途
中
に
四
国
に
寄
港
す
る
こ
と
も
あ
り（（
（

、
中
世

後
期
四
国
は
経
済
的
側
面
に
お
い
て
畿
内
と
比
較
的
近
い
関
係
に

あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
四
国
と
本
州
と
は
瀬
戸
内
海
に
よ
り
分
断
さ

れ
て
い
る
た
め
、
中
世
四
国
を
現
在
の
四
国
四
県
に
相
当
す
る
阿

波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
と
措
定
す
る
。
そ
し
て
、
中
世
四
国
の
通

貨
事
情
に
関
連
す
る
郷
土
史
料（（
（

及
び
出
土
銭
貨
な
ど
の
考
古
資
料

は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
中
世
四
国
全
体
の
問
題
と
し
て
通
貨
事
情

を
論
じ
て
い
く
。

一　

文
献
史
料
か
ら
捉
え
た
銭
貨
の
通
貨
事
情

　

本
章
で
は
、
文
献
史
学
の
観
点
か
ら
中
世
四
国
に
お
け
る
通
貨
事

情
の
変
遷
を
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。
中
世
四
国
に
お
け
る
銭
貨
の
使

用
が
確
認
さ
れ
る
初
見
の
史
料
は
、
天
平
神
護
元
（
七
六
五
（
年
の

こ
と
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
た
【
史
料
①
】
を
確
認
し
た
い
。
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【
史
料
①
】『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
（
七
六
五
（
年
八
月
二
五

日
条（（1
（甲

申
、
讃
岐
国
人
外
大
初
位
下
日
置
毗
登
乙
虫
獻
錢
百
萬
、
授

外
從
五
位
下
、

　
【
史
料
①
】
で
は
、
天
平
神
護
元
（
七
六
五
（
年
、
讃
岐
国
の
人

物
が
銭
貨
一
〇
〇
万
（
疋
か
（
を
献
上
し
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。

銭
貨
を
献
上
し
た
讃
岐
国
の
人
物
は
不
明
で
あ
る
が
、
銭
貨
の
献
上

後
、
外
従
五
位
の
位
が
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
銭
貨
の
献
上
先

は
中
央
の
奈
良
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
献
上
さ
れ
た
銭
種
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
が
、
中
国
か

ら
の
渡
来
銭
が
本
格
的
に
到
来
し
た
と
さ
れ
る
の
が
平
安
末
期
で

あ
っ
た（（（
（

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
銭
貨
は
皇
朝
十

二
銭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
鋳
造
技
術
を
考

え
る
と
「
錢
百
萬
」
と
い
う
数
量
が
本
当
に
献
上
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
献
上
さ
れ
た
銭
貨
に
つ
い
て

は
、
史
料
上
の
年
紀
か
ら
、
天
平
神
護
元
（
七
六
五
（
年
よ
り
以
前

に
鋳
造
さ
れ
た
和
同
開
珎
と
萬
年
通
寳（（（
（

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

七
〇
〇
年
代
に
お
け
る
そ
の
他
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限

り
【
史
料
①
】
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
銭
貨
の
流

通
に
つ
い
て
は
中
央
か
ら
官
位
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
高
い
身
分

に
あ
っ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
流
通
範
囲
が
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
皇

朝
十
二
銭
の
中
で
最
も
鋳
造
が
早
か
っ
た
和
同
開
珎
か
ら
約
六
〇
年

あ
ま
り
で
四
国
に
も
銭
貨
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

　

そ
の
後
、
寛
平
年
間
（
八
八
九
～
八
九
七
年
（
に
な
る
と
、
四
国

地
方
の
東
大
寺
領
か
ら
東
大
寺
へ
の
献
上
物
の
中
に
銭
貨
が
含
ま
れ

て
い
る
事
例
が
現
わ
れ
る（（（
（

。
こ
こ
で
は
、
阿
波
国
・
讃
岐
国
・
伊
予

国
・
土
佐
国
に
あ
る
東
大
寺
領
か
ら
銭
貨
が
到
来
し
た
と
記
録
に
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
国
全
体
に
お
い
て
銭
貨
が
確
認
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
当
時
の
市
場
取
引
手
段
の
中
心
が
銭
貨
を
用
い
な
い

物
々
交
換
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
東
大
寺
へ
送
ら
れ
た
物

の
中
に
は
、
銭
貨
だ
け
で
は
な
く
、
米
な
ど
の
物
資
も
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
寛
平
年
間
の
時
点
に
お
い
て
、
阿
波
・
讃
岐
・
伊

予
・
土
佐
の
四
国
内
に
銭
貨
が
間
違
い
な
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
の

み
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

以
上
が
、
奈
良
・
平
安
期
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
銭
貨
の
流
通
状

況
で
あ
る
。
奈
良
・
平
安
期
に
お
い
て
は
、
ご
く
特
定
の
人
物
・
範

囲
に
銭
貨
が
集
中
し
て
い
る
も
の
の
、
平
安
期
に
は
銭
貨
が
阿
波
・
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讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
銭
貨
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
土
壌
が

育
っ
て
き
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
に
、
大
陸
か
ら
の
渡

来
銭
が
本
格
的
に
流
入
し
た
後
の
四
国
地
方
の
状
況
に
つ
い
て
み
て

い
き
た
い（（（
（

。

　

先
行
研
究
を
挙
げ
た
際
に
も
触
れ
た
が
、
神
木
氏
に
よ
り
、
四
国

地
方
に
お
い
て
も
銭
貨
が
鎌
倉
中
期
か
ら
使
用
さ
れ
、
一
三
世
紀
末

か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
代
銭
納
が
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る（（（
（

。
鎌
倉
中
期
か
ら
代
銭
納
定
着
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
神
木
氏
と
論
が
重
複
す
る
た
め
本
稿
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す

る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
代
銭
納
定
着
以
降
の
中
世
四
国
に
お
け
る

通
貨
事
情
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

　

一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
以
降
の
代
銭
納
の
定
着
後
、
代
銭
納

だ
け
で
は
な
く
、
畑
の
請
負
銭（（（
（

や
畠
地
売
買（（（
（

な
ど
、
多
く
の
取
引
で

銭
貨
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
至
徳
二

（
一
三
八
五
（
年
に
な
る
と
、
勧
進
に
お
い
て
銭
貨
を
用
い
た
事
例

が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
尼
」
の
名
も
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
、
一
文
か
ら
一
〇
〇
文
ま
で
の
銭
貨
が
扱
わ
れ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
前
稿
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
、
勧
進
は
仏

教
の
信
仰
に
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た（（（
（

た
め
、
こ
こ
に
多
く
の
百
姓
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
中
世
四
国
の
下
位
層
に
あ
た
る
百
姓
に

お
い
て
も
銭
貨
が
一
四
世
紀
末
頃
に
は
拡
大
し
、
日
常
的
に
使
用
で

き
得
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
前
稿
の
中
世
北
陸

で
は
一
五
世
紀
中
頃
の
勧
進
に
お
い
て
銭
貨
の
使
用
が
初
め
て
確
認

さ
れ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
中
世
四
国
は
中
世
日
本
の
主
要
都
市

で
あ
っ
た
京
都
や
堺
と
近
い
距
離
・
関
係
に
あ
っ
た
た
め
か
、
北
陸

よ
り
も
半
世
紀
ほ
ど
早
く
百
姓
層
に
も
銭
貨
が
拡
大
し
た
こ
と
が
理

解
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
四
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
銭
貨
が
中
世
四
国
の
百

姓
層
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
が
、
こ
の
拡
大
に
伴
い
、

通
貨
事
情
も
変
容
し
て
い
っ
た
。
そ
の
変
容
を
示
す
【
史
料
②
】
を

確
認
さ
れ
た
い
。

【
史
料
②
】「
種
野
山
注
進
状
案
」
嘉
暦
二
（
一
三
二
七
（
年
三
月

八
日
条（（（
（

□（注
進
カ
（
□
阿
波
國
種
野
山
在
家
員
數
同
御
年
貢
御
公
事

（
中
略
（

分
銭
肆
拾
陸
伍
百
參
拾
五
文
但
壹
宇
別
に
貳
貫
百
七
十
文
宛
春

秋
兩
度
弁

　

並
銭
百
五
拾
陸
貫
貳
百
拾
文

右
之
色
々
御
公
事
物
注
文
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中
村
預
名　

新
在
家
二
宇
取
上	

分
銭
四
貫
五
百
四
十
文

同
村
御
弓
正
月
廻
三
貫
文	

同
村
絹
ヲ
リ
賃
四
百
文

（
後
略
（

　
【
史
料
②
】
は
、
現
在
の
徳
島
県
吉
野
川
市
に
存
在
し
た
種
野
山

荘
の
年
貢
公
事
に
関
す
る
注
進
状
で
あ
る
。
こ
の
注
進
状
に
は
、
種

野
山
荘
に
関
す
る
様
々
な
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
公
事
銭
な
ど
が
詳

細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
並
銭
」
と
は
、
中
世
北
陸
の
貨
幣
史

に
関
す
る
文
献
史
料
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ（（1
（

、
詳
細
不
明
の
悪
銭
の

一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
る
銭
貨
の
名
称
で
あ
る（（（
（

。【
史
料
②
】
に
お

い
て
、「
並
銭
」
の
価
値
に
つ
い
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
並
銭
」
の
記
載
後
に
「
分
銭
」（
（（
（

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
並

銭
」
は
「
分
銭
」
に
て
使
用
さ
れ
る
銭
貨
と
は
銭
種
が
異
な
る
銭
貨

で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
中
世
に
お
い
て
悪
銭
と
し
て
認

識
さ
れ
得
る
「
並
銭
」
が
、
北
陸
で
の
一
五
七
〇
年
代
に
対
し
て
、

四
国
で
は
一
三
二
〇
年
代
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、
中
世
四
国
の
通
貨

事
情
が
中
世
北
陸
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、「
並
銭
」
を
問
題
視
し
て
扱
っ
て
い
る

様
子
を
【
史
料
②
】
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
あ
く

ま
で
「
分
銭
」
で
使
用
さ
れ
る
銭
貨
と
「
並
銭
」
と
は
同
価
値
通
用

が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
し

た
よ
う
に
「
分
銭
」
で
使
用
さ
れ
る
銭
貨
と
「
並
銭
」
は
銭
種
が
異

な
る
銭
貨
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
四
世
紀
代
の
中
世

四
国
の
通
貨
事
情
は
「
分
銭
」
に
て
使
用
さ
れ
る
銭
貨
と
「
並
銭
」

と
い
う
二
種
類
に
区
別
さ
れ
る
銭
貨
が
現
れ
た
時
期
で
あ
り
、
銭
貨

の
階
層
化
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
一
五
世
紀
に
入
る
と
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
は
、
よ
り

変
容
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
次
の
【
史
料
③
】
を
確
認
し
た
い
。

【
史
料
③
】「
柀
山
本
ね
ん
く
の
事
」
応
永
一
〇
（
一
四
〇
三
（
年

四
月
一
九
日
条（（（
（

柀
山
本
ね
ん
く
の
事

を
し
た
に
二
百
文
此
内
た
ふ
一　
　

錢
百
五
十
文

ね
き
や
百
文
代
さ
ん
し
四
そ
く

へ
ち
や
く
百
文
代
四
て
う
か
ミ
五
て
う

へ
ん
ふ
百
文
錢

　
　

以
上
五
百
文

　
　
　

夘
月
十
九
日

　
　
　

應
永
十
年
夘
月
十
九
日

　
【
史
料
③
】
は
、
現
在
の
高
知
県
香
美
市
物
部
町
で
の
代
銭
納
の

文
書
で
あ
る
。
押
谷
よ
り
年
貢
銭
二
〇
〇
文
が
納
め
ら
れ
、
そ
の
内
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一
五
〇
文
は
「
た
ふ
一
錢
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
た
ふ
一

錢
」
と
は
銭
貨
一
枚
の
価
値
を
一
文
と
す
る
当
一
銭（（（
（

を
表
わ
す
と
考

え
ら
れ
、
こ
の
銭
貨
を
年
貢
銭
に
用
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

当
一
銭
は
、
中
世
日
本
に
お
い
て
最
も
流
通
し
て
い
た
銭
貨
で
あ

り
、
中
世
日
本
に
お
け
る
一
般
的
な
中
国
銭
は
当
一
銭
を
指
す
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
年
貢
納
入
時
の
文
書
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
五
世
紀
初
頭
の
四
国
に
お
い
て
は
、

折
二
銭
（
二
文
銭
（
や
当
五
銭
（
五
文
銭
（
な
ど
の
多
種
多
様
な
銭

貨
が
混
じ
り
合
い
、
流
通
し
て
い
た
た
め
に
「
た
ふ
一
錢
」
と
い
う

記
録
が
残
さ
れ
た
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
ど
の
よ

う
な
銭
貨
が
流
通
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
触

れ
て
い
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
銭
貨
が
雑
多
に
な
る
に
つ
れ
、
中
世
四
国
に
お
い

て
も
銭
貨
の
同
価
値
通
用
の
状
況
か
ら
、
京
都
等
と
同
様
に
撰
銭
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
を
次
の
【
史
料
④
】
か
ら
確
認
し

た
い
。

【
史
料
④
】「
重
讃
賣
券
」
文
明
一
七
（
一
四
八
五
（
年
四
月
一
三

日
条（（（
（本

錢
返
賣
渡
申
候
旦
那
之
事

　
　

合
參
貫
文
者
、
ゑ
り
錢
に
て
請
取
申
候
間
、
又
う
け

申
候
ハ
ん
時
も
、
ゑ
り
せ
ん
に
て
あ
る
へ
く
候
、

右
件
之
旦
那
ハ
、
長
覺
房
代
ゞ
相
傳
仕
候
ヘ
共
、
依
有
用
要
、

其
以
後
安
富
一
族
者
、
何
國
よ
り
參
候
と
も
一
圓
ニ
、
本
錢
返

三
貫
文
ニ
乙
巳
年
よ
り
來
寅
之
年
ま
て
十
ヶ
年
間
、
廊
之
執
行

御
房
ヘ
賣
渡
申
所
實
正
也
、
但
十
ヶ
年
過
候
者
、
本
錢
三
貫
文

ニ
て
う
け
可
申
候
、
仍
爲
後
日
狀
如
件
、

　
　

文
明
十
七
年
乙巳
卯
月
十
三
日　
　

重
讃

「（
追
筆
（
さ
ぬ
き
の
く
に
野（香
西
郡
（

原
角
之
坊
之
引
を
ハ
一
ゑ
ん
ニ
、
か

ね
て
十
貫
文
ニ
廊
之
坊
へ
賣
申
候
を
、
後
ゑ（
永

代

（

ひ
た
い
ニ

仕
候
、」

　
【
史
料
④
】
は
、
熊
野
那
智
大
社
の
重
讃
と
い
う
人
物
が
讃
岐
国

の
守
護
代
で
あ
っ
た
安
富
一
族
の
旦
那
職
と
讃
岐
国
野
原
の
角
之
坊

の
旦
那
職
を
廊
之
坊
へ
売
却
し
た
内
容
を
示
し
た
文
書
で
あ
る
。
売

却
し
た
際
に
生
じ
た
三
貫
文
の
請
け
取
り
時
に
は
撰
銭
を
行
い
、
さ

ら
に
代
銭
の
準
備
段
階
に
お
い
て
も
撰
銭
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
結
果
、
二
重
の
撰
銭
を
指
示
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

一
五
世
紀
末
頃
の
四
国
に
お
い
て
は
悪
銭
が
拡
大
し
て
お
り
、
領

主
層
で
あ
る
熊
野
那
智
大
社
に
と
っ
て
は
二
重
の
チ
ェ
ッ
ク
を
要
す

る
ほ
ど
、
中
世
四
国
の
流
通
銭
を
無
条
件
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
ほ

ど
の
銭
質
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
に
お
い

て
、
初
め
て
悪
銭
が
問
題
視
さ
れ
、
悪
銭
に
対
す
る
対
応
を
求
め
た



219

の
で
あ
る
。
こ
の
悪
銭
の
問
題
化
は
、
京
都
で
は
、
明
応
九
（
一
五

〇
〇
（
年（（（
（

、
北
陸
で
は
長
享
二
（
一
四
八
八
（
年（（（
（

、
最
も
早
く
撰
銭

令
が
出
さ
れ
た
大
内
氏
で
さ
え
も
【
史
料
④
】
と
同
年
の
文
明
一
七

（
一
四
八
五
（
年
で
あ
る（（（
（

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
早
い
段
階
で
四
国

圏
内
に
お
い
て
悪
銭
が
拡
大
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
よ
う
。

　

し
か
し
、【
史
料
④
】
で
は
、
撰
銭
の
銭
種
や
処
理
方
法
な
ど
の

詳
細
な
様
子
は
確
認
で
き
な
い
。【
史
料
④
】
か
ら
は
か
な
り
期
間

が
空
く
が
、
永
禄
一
〇
（
一
五
六
七
（
年
に
は
悪
銭
の
一
種
と
想
わ

れ
る
「
う
す
錢
」
と
い
う
銭
種
が
史
料
上
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る（（（
（

。

し
か
し
、
史
料
か
ら
は
「
う
す
錢
」
と
い
う
銭
貨
に
つ
い
て
、
そ
の
価

値
や
使
用
状
況
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
銭
貨
で
あ

る
か
な
ど
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
文
字
を
言
葉
通
り
に
捉
え
る
の

で
あ
れ
ば
、「
う
す
錢
」
と
は
国
内
生
産
の
銭
銘
が
入
っ
て
い
な
い

薄
い
無
文
銭
で
あ
る
打う
ち

平ひ
ら
めを

指
す
と
考
え
ら
れ
る（（1
（

。
仮
に
打
平
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
中
世
日
本
の
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
全
般

に
発
せ
ら
れ
た
撰
銭
令
に
お
い
て
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
銭
種（（（
（

が
中
世

四
国
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
流
通
銭
と
し
て
四
国
内
に

流
通
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
「
う
す
錢
」
に
つ
い

て
は
、
根
拠
と
な
る
史
料
が
他
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
本
稿

で
は
立
証
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
高
木
氏
に
よ
り
検
討
さ
れ
た
「
分
銭
古
」
及
び
「
上
銭
」

に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
再
度
検
討
を
試
み
た
い
。

【
史
料
⑤
】「
野
間
郡
遍
照
院
領
坪
付
」
天
正
一
四
（
一
五
八
六
（

年
一
二
月
一
三
日
条（（（
（

（
前
略
（

　

合
田
数
壱
町
九
段　

分
米
拾
四
石
九
斗
八
升
三
合

　
　
　
　

畠
壱
所　
　

寺
内
堂
職
（
マ
マ
（弁
才
天
ヨ
リ
内
反
銭

共
ニ
、
但
除
之　
　
　

遍
照
院

風
呂
ノ
も
と
畠
六
十
歩　

分
銭
古
拾
七
文　

同
寺

も
ん
ぜ
ん　

畠
六
十
歩　

分
銭
古
拾
七
文　

同
寺

祓
川　
　
　

畠
半　
　
　

分
銭
古
五
十
文　

同
寺

蔵
の
た
に　

畠
大　
　
　

分
銭
古
百
七
十
四
文　

同
寺

神
宮
寺
の
内
畠
壱
所　
　

寺
内
堂
職
但
反
銭
共
ニ
除
之

遍
照
院
ニ
入　
　
　

神
宮
寺

　

合
畠
数
壱
段
半　
　
　

分
銭
古
弐
百
五
十
八
文

　

惣
合
田
畠
数
弐
町
半　
　

為
貫
目
拾
弐
貫
七
百
三
十
文
目
定

右
御
寺
領
分
之
議
、
先
為
下
札
如
此
候
、
何
茂
趣
可
申
上
所
、

如
件
、

　

天
正
十
四
年
丙
戌
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
谷
左
馬
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手
嶋
孫
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
近
三
郎
右
衛
門
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久
芳
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
隅
平
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
野
左
馬
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
二
郎
左
右
衛
門
尉

　
　
　
　

遍
照
院
光
遍
公

【
史
料
⑥
】「
讃
州
内
慶
長
四
年
分
御
藏
米
御
算
用
狀
之
事
」
慶
長

九
（
一
六
〇
四
（
年
三
月
二
八
日
条（（（
（

讃
州
慶
長
四
年
分
御
藏
米
御
算
用
狀
之
事

　

一　

貳
千
五
百
石　
　
　
　

御
藏
へ
入

　
　
　
　
　

右
渡
方

　

一　

九
拾
四
石
貳
斗　
　
　

慶
長
三
年
過（運
カ
（上米

　

一　

六
拾
貳
石
六
斗
四
升　

生
駒
讃
岐
御
普
請
人
數
四
百
八

拾
人
、
慶
長
五
年
三
月
朔
日
ヨ

リ
同
晦
日
ま
て
廿
九
日
分
、
御

ふ
ち
か
た
、
但
年
寄
衆
墨
付
在

之
、

　

一　

五
石
三
斗
五
升
四
合　

同
御
扶
持
方
之
内
、
大
豆
六
石

九
斗
六
升
代
、
但
米
一
升
ニ
大

豆
壹
升
三
合
か
へ
、

　

一　

千
石　
　
　
　
　
　
　

か
り
か
ね
貳
千
貫
目
之
代
、
但

壹
貫
目
に
付
て
米
五
斗
つ
ゝ
、

　

一　

三
拾
貳
石
五
斗　
　
　

上
錢
五
拾
貫
文
上
之
、
但
壹
貫

文
ニ
付
て
六
斗
五
升
つ
ゝ
、

（
後
略
（

　

ま
ず
、【
史
料
⑤
】
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、【
史
料
⑤
】
は
天
正
一

三
（
一
五
八
五
（
年
に
豊
臣
秀
吉
が
小
早
川
隆
景
へ
伊
予
国
を
与
え

た
後
に
、
小
早
川
隆
景
に
よ
り
行
わ
れ
た
検
地
の
坪
付
類
の
文
書
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
畠
地
の
分
銭
を
「
分
銭
古
」
と
表
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
年
貢
銭
で
あ
る
「
分
銭
」
の
納
入
に
お
い
て
、「
古
銭
」

と
い
う
銭
種
を
用
い
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
、
こ
の
「
分
銭
古
」
に
つ
い
て
は
、
高
木
氏
に
よ
り
、

同
じ
小
早
川
隆
景
が
支
配
す
る
筑
前
国
の
「
分
銭
古
」
と
比
べ
る
と

三
分
の
一
の
価
値
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　
「
古
銭
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
葉
田
氏
に
よ
り
、
西
国
で
は
一

般
的
に
精
銭
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
銭
種
で
あ
る
と
言
及
さ
れ
て

お
り（（（
（

、
中
世
北
陸
で
も
精
銭
の
類
と
し
て
確
認
さ
れ
る
銭
貨
の
名
称

で
あ
る
。
中
世
四
国
に
お
い
て
、「
古
銭
」
が
確
認
さ
れ
る
別
の
史

料
と
し
て
、
天
正
一
五
（
一
五
八
七
（
年
、
阿
波
国
の
紺
屋
役
に
つ

い
て
、
紺
屋
と
し
て
一
人
前
に
な
っ
た
際
に
「
古
銭
十
疋
」
を
与
え

る
と
記
し
た
史
料
が
確
認
さ
れ
る（（（
（

。
史
料
で
は
、
紺
屋
と
し
て
一
人
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前
と
し
て
認
め
ら
れ
た
時
に
初
め
て
「
古
銭
十
疋
」
が
与
え
ら
れ
る

と
し
て
い
る
た
め
、「
古
銭
十
疋
」
が
流
通
銭
そ
の
も
の
や
悪
銭
で

あ
っ
た
と
は
想
定
し
難
い
。
つ
ま
り
、
中
世
北
陸
と
同
様
に
、
中
世

四
国
に
お
い
て
も
「
古
銭
」
と
は
精
銭
を
指
す
名
称
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　

ま
た
、【
史
料
⑤
】
に
お
け
る
「
分
銭
古
」
は
、
畠
地
の
み
に
使

用
さ
れ
て
お
り
、
田
地
に
対
し
て
は
分
米
で
の
表
記
に
統
一
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
窺
い
知
れ
る
こ
と
は
、
米
を
検
地
に
お
い
て
銭
表
記

に
換
算
す
る
こ
と
な
く
、
米
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
六
世
紀
末
頃
の
畿
内
は
、
悪
銭
が
蔓
延
し
、
銭
貨
の
信
用
が
低
下

し
た
影
響
も
あ
り
、
貫
高
制
か
ら
石
高
制
へ
移
行
し
て
い
た（（（
（

。
畿
内

と
近
い
位
置
に
あ
っ
た
中
世
四
国
に
お
い
て
も
同
様
の
事
態
が
生
じ

て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
中
世
四
国
に
お
い
て
流

通
し
て
い
た
銭
貨
内
に
悪
銭
が
多
数
混
入
し
て
い
た
た
め
、
精
銭
を

撰
銭
し
た
「
分
銭
古
」
を
用
い
、
史
料
上
に
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
と
い
え
る
。

　

次
に
、【
史
料
⑥
】
を
検
討
し
て
み
た
い
。【
史
料
⑥
】
は
、
慶
長

四
（
一
五
九
九
（
年
分
の
生
駒
一
正
所
領
の
讃
岐
国
に
お
け
る
蔵
米

算
用
状
で
あ
る
。
本
史
料
で
は
、
米
「
三
拾
貳
石
五
斗
」
の
代
わ
り

に
「
上
銭
五
拾
貫
文
」
を
讃
岐
国
か
ら
納
入
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
こ
で
傍
線
部
で
示
し
た
「
上
銭
」
に
つ
い
て
は
、
小
葉
田
氏
に

よ
り
悪
銭
の
一
種
を
指
す
名
称
で
あ
り
、
精
銭
の
二
分
の
一
か
ら
四

分
の
一
の
価
値
を
持
つ
銭
貨
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る（（（
（

一
方
で
、

高
木
氏
は
史
料
上
の
根
拠
が
無
い
た
め
悪
銭
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、【
史
料
⑤
】
及
び

【
史
料
⑥
】
を
用
い
て
銭
貨
の
価
値
の
比
較
か
ら
検
討
を
行
っ
て
み

た
い（（1
（

。

　
【
史
料
⑤
】
よ
り
、
畠
地
合
計
額
と
し
て
「
分
銭
古
」
二
五
八
文
、

田
畠
合
計
額
と
し
て
一
二
貫
七
三
〇
文
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
田
畠

の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
畠
の
「
分
銭
古
」
も
含
め
た
銭
貨
の
合
計

額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
額
面
に
つ
い
て
は
「
分
銭
古
」
建
て
の

表
記
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
田
地
合
計
額
の
分

米
が
一
四
石
九
斗
八
升
三
合
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
時
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
「
分
銭
古
」
一
貫
文
あ
た
り
の

石
高
を
算
出（（（
（

す
る
と
、「
分
銭
古
一
貫
文
＝
米
一
・
二
〇
石
」
と
な

る
。
そ
し
て
、【
史
料
⑥
】
に
お
い
て
は
、「
上
銭
一
貫
文
＝
米
〇
・

六
五
石
」
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

両
者
を
比
較
す
る
と
、「
上
銭
」
よ
り
も
「
分
銭
古
」
の
方
が
約

二
倍
ほ
ど
銭
貨
と
し
て
の
価
値
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
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前
述
し
た
よ
う
に
精
銭
と
し
て
「
分
銭
古
」
が
記
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、「
上
銭
」
は
中
世
四
国
に
流
通
し
て
い
た
精
銭
の
半
分

程
度
の
価
値
し
か
な
い
銭
貨
で
あ
っ
た
。
小
葉
田
氏
が
「
上
銭
」
の

価
値
と
し
て
示
し
た
範
囲
に
収
ま
る
こ
と
か
ら
も
、「
上
銭
」
は
悪

銭
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
「
上
銭
」
が
わ
ざ
わ
ざ
文
書
内
に
記
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
流
通
銭
の
中
か
ら
「
上
銭
」
を
撰
銭
し
、
納
入
し
た
こ

と
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
は
、
慶
長
九
（
一
六

〇
四
（
年
時
に
お
け
る
四
国
地
方
の
流
通
銭
が
「
上
銭
」
よ
り
も
質

が
悪
い
銭
貨
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
「
上
銭
」
を
選

び
納
入
し
た
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
で
き
よ

う
。

　

つ
ま
り
、
一
六
世
紀
末
以
降
の
中
世
四
国
に
お
け
る
流
通
銭
は
、

悪
銭
が
主
体
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
流
通
銭
は
精
銭
の
価
値
の
半
分

程
度
し
か
な
い
「
上
銭
」
よ
り
も
さ
ら
に
価
値
が
低
く
、
中
央
で
あ

る
畿
内
へ
納
入
す
る
た
め
の
代
銭
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
よ
う
な
劣
悪
な
銭
貨
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

す
で
に
本
稿
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
高
木
氏
に
よ
り
一

六
世
紀
末
頃
の
四
国
地
方
に
は
、
銭
貨
の
階
層
化
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
こ
の
階
層
化
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

言
及
す
る
な
ら
ば
、
一
四
世
紀
に
階
層
化
の
萌
芽
が
形
成
さ
れ
始
め
、

階
層
化
の
明
確
な
形
成
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
六
世

紀
末
頃
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
の
中
近
世
移
行
期
に
な
る
と
四
国
地
方

に
は
、「
古
銭
」
と
称
さ
れ
る
精
銭
、「
上
銭
」
と
称
さ
れ
る
悪
銭
の

中
で
も
程
度
の
良
い
銭
貨
、
そ
し
て
流
通
銭
と
し
て
「
上
銭
」
よ
り

も
劣
悪
な
銭
貨
と
い
う
三
層
の
階
層
化
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

中
世
四
国
に
お
け
る
銭
貨
の
階
層
化
は
京
都
と
同
じ
で
は
な
く
、
京

都
よ
り
も
階
層
が
少
な
く（（（
（

、
具
体
的
な
銭
種
も
指
定
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
北
陸
と
同
じ
単
純
な
階
層
化
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
悪
銭
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
同
価
値
通
用
が
基

本
的
な
対
応
で
あ
っ
た
が
、
悪
銭
が
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
撰
銭
が

行
わ
れ
、
そ
の
後
に
排
除
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

悪
銭
は
蔓
延
し
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
は
悪
銭
を
受
容
す
る
と
い
う

中
世
北
陸
と
同
様
の
展
開
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
悪

銭
に
関
し
て
は
、
中
世
北
陸
と
同
じ
く
、
京
都
と
は
異
な
る
対
応
を

と
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

以
上
、
文
献
史
学
の
観
点
か
ら
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
。
銭
貨
に
関
す
る
文
献
史
料
が
少
な
か
っ
た
た
め
、

悪
銭
に
着
目
し
て
論
を
展
開
し
て
き
た
が
、
中
世
四
国
に
関
す
る
通

貨
事
情
の
特
徴
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
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管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
、
中
世
四
国
に
お
い
て
撰
銭
令
に
関
連
す

る
文
書
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ど
の
よ
う
な
銭
種
が
撰
銭
行

為
の
際
に
悪
銭
と
み
な
さ
れ
、
忌
避
も
し
く
は
排
除
の
対
象
と
な
っ

た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
次
章
に
お
い
て
、
中
世
四
国
の
中

に
ど
の
よ
う
な
銭
貨
が
流
通
し
、
悪
銭
と
し
て
排
除
さ
れ
た
の
か
と

い
う
流
通
銭
の
実
態
に
つ
い
て
出
土
銭
貨
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
い

た
い
。

二　

考
古
資
料
か
ら
捉
え
た
流
通
銭
の
実
態

　

本
章
は
、
四
国
地
方
に
お
い
て
発
掘
さ
れ
た
出
土
銭
を
取
り
上
げ
、

中
世
四
国
の
流
通
銭
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を
目
的
に
論
じ
て
い
き
た

い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
出
土
銭
は
、
三
途
の
川
を
渡
る
た
め
の
渡

し
賃
と
し
て
中
世
墓
に
埋
め
ら
れ
た
六
枚
程
度
の
銭
貨
で
あ
る
六
道

銭
な
ど
の
呪
術
・
祭
祀
的
意
味
合
い
を
持
つ
「
埋
納
銭
」
や
そ
れ
ぞ

れ
の
土
地
の
有
力
者
が
貯
蓄
や
隠
蔽
目
的
で
埋
め
た
と
す
る
「
埋
蔵

銭
」
に
大
別
さ
れ
る
。
特
に
、
大
量
の
銭
貨
が
発
掘
さ
れ
た
一
括
出

土
銭
に
つ
い
て
は
、
撰
銭
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
当
該
地
の
流

通
銭
を
そ
の
ま
ま
土
中
に
埋
め
た
こ
と
と
な
り
、
埋
蔵
当
時
の
撰
銭

が
行
わ
れ
る
前
の
流
通
銭
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
遺

物
と
言
え
る
。

　

な
お
、
四
国
地
方
に
お
い
て
は
、
現
在
、
一
六
世
紀
を
埋
納
時
期

と
す
る
一
括
出
土
銭
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、

一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
一
括
出
土
銭
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

（
1
）　
一
四
世
紀
中
頃
の
流
通
銭

　

ま
ず
、
中
世
四
国
に
お
け
る
一
括
出
土
銭
と
し
て
最
も
早
い
時
期

に
確
認
さ
れ
る
の
が
、
愛
媛
県
新
居
浜
市
よ
り
発
見
さ
れ
た
中
村
岡

の
久
保
出
土
銭
で
あ
る
。
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
は
、
大
正
一
五

（
一
九
二
六
（
年
、
出
土
銭
の
所
有
者
が
三
尺
ほ
ど
の
深
さ
を
耕
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
古
銭
が
び
っ
し
り
と
入
っ
た
常
滑
甕
が
発
見
さ
れ

た
。
埋
蔵
推
定
時
期
は
、
一
三
三
〇
年
か
ら
一
三
五
〇
年
の
南
北
朝

初
期
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
出
土
銭
と
関
連
す
る
遺
物
及

び
文
献
史
料
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
埋
蔵
者
や
埋
蔵
の
目
的
な
ど

に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
銭
貨
は
縄
を
通
し
た

銭
緡
と
バ
ラ
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
何
ら
か
の

経
緯
に
よ
り
一
割
ほ
ど
の
枚
数
が
散
逸
し
て
い
る
。
本
出
土
銭
は
、

平
成
八
（
一
九
九
六
（
年
度
に
永
井
久
美
男
氏
を
中
心
と
す
る
兵
庫

埋
蔵
銭
調
査
会
に
よ
り
本
銭
と
日
本
製
偽
銭
で
あ
る
模
鋳
銭
と
を
大

別
す
る
分
類
法
を
採
用
し
た
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る（（（
（

。
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表
（
に（
（（
（

、
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
の
一
覧
表
を
示
し
た
。

　

表
（
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
出
土
銭
に
は
本
銭
・
模
鋳
銭
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
独
自
の
公
鋳
銭
で
あ
る
皇
朝
十
二
銭
、
日
本
独
自
で

は
あ
る
が
公
鋳
銭
で
は
な
い
島
銭
な
ど
と
い
っ
た
不
明
銭
を
除
く
九

一
種
の
銭
貨
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
内
訳
枚
数
・
割
合
は
、
錆
付
き

の
塊
を
除
く
と
、
前
漢
・
新
・
後
漢
・
隋
銭
三
〇
枚
（
〇
・
〇
四
％
（、

唐
銭
五
五
八
九
枚
（
九
・
〇
一
％
（、
五
代
十
国
銭
二
一
〇
枚
（
〇
・

三
九
％
（、
北
宋
銭
五
万
四
四
六
六
枚
（
八
七
・
八
〇
％
（、
遼
銭
四

枚
（
〇
・
〇
一
％
（、
南
宋
銭
一
五
二
一
枚
（
二
・
四
五
％
（、
金
銭
四

八
枚
（
〇
・
〇
八
％
（、
元
銭
七
枚
（
〇
・
〇
一
％
（、
高
麗
銭
八
枚

（
〇
・
〇
一
％
（、
ベ
ト
ナ
ム
銭
七
枚
（
〇
・
〇
一
％
（、
皇
朝
十
二
銭

二
枚
（
〇
・
〇
〇
％
（、
島
銭
三
〇
枚
（
〇
・
〇
五
％
（、
無
文
銭
一
二

枚
（
（（
（

（
〇
・
〇
二
％
（、
不
明
銭
九
四
枚
（
〇
・
一
五
％
（
の
合
計
六
万

二
〇
二
八
枚
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
の
模
鋳
銭
は
、
七
一
枚
（
〇
・
一

一
％
（
が
確
認
さ
れ
た
。
同
時
期
に
お
け
る
一
括
出
土
銭
の
傾
向
と

比
較
す
る
と
、
模
鋳
銭
の
占
め
る
枚
数
・
割
合
が
少
な
い
と
い
う
点

以
外
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る（（（
（

。

　

報
告
書
で
は
、
本
出
土
銭
は
「
古
文
錢
や
初
期
の
島
錢
を
は
じ
め
、

若
干
の
悪
錢
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
撰
銭
を
受
け
て
い
な
い（（（
（

」

出
土
銭
貨
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
本
出
土
銭
は
一

四
世
紀
中
頃
の
流
通
銭
の
実
態
を
反
映
し
た
考
古
資
料
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
論
じ
る
と
、
一
四
世
紀
中
頃
に
お
け

る
四
国
地
方
の
流
通
銭
の
主
体
は
、
出
土
銭
の
九
八
％
以
上
を
占
め

た
唐
・
北
宋
・
南
宋
銭
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
、
四
国
地

方
へ
流
入
し
て
き
た
銭
種
の
多
く
も
他
地
域
と
同
様
に
、
こ
の
三
王

朝
の
銭
種
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
注
目
し
た
い
点
と
し
て
、
日
本
鋳
造
の
模
鋳
銭
や
島
銭
、

皇
朝
十
二
銭
だ
け
で
な
く
、
高
麗
銭
・
ベ
ト
ナ
ム
銭
と
い
っ
た
中
国

以
外
の
外
国
で
鋳
造
さ
れ
た
銭
貨
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
前
漢
の
五

銖
と
い
っ
た
古
文
銭
や
後
晋
の
天
福
元
寳
な
ど
の
中
世
期
で
は
ほ
と

ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
銭
貨
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
四
世
紀
中
頃
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
多
種
多
様
な
銭
貨
が
四
国
に

も
た
ら
さ
れ
、
撰
銭
を
行
う
に
は
ま
だ
早
い
時
期（（（
（

で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
同
価
値
通
用
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
同
価
値
通
用
し
て
い
た
銭
貨
の
中
に
は
、

表
（
中
に
て
挙
げ
た
紹
興
元
寳
の
折
二
銭
な
ど
の
正
規
の
公
鋳
銭
で

は
な
い
、
中
国
で
鋳
造
さ
れ
た
偽
銭
で
あ
る
私
鋳
銭
も
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う
点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
前
章
に
て
述
べ
た
嘉
暦
二
（
一
三
二
七
（
年
の
【
史
料

②
】
と
本
出
土
銭
の
組
成
比
率
と
を
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭 模鋳 割合

北宋

聖宋元寳・折二 （（1（ （
大観通寳 （（1（ （（（
政和通寳 （（（（ （,（（（ （ 1.1（%
〃折二 （（（（ （（
宣和通寳 （（（（ （（（
〃折二 （（（（ （（

遼

清寧通寳 （1（（ （
大康通寳 （1（（ （
壽昌元寳 （1（（ （
乾統天寳 （（1（ （

南宋

建炎通寳 （（（（ （（
〃折二 （（（（ （（
紹興元寳 （（（（ （
〃折二 （（（（ （（
紹興通寳 （（（（ （
淳熈元寳 （（（（ （（（
紹熈元寳 （（（1 （1（
慶元通寳 （（（（ （（（
嘉泰通寳 （（1（ （（
開禧通寳 （（1（ （（
嘉定通寳 （（1（ （（（
〃折二 （（1（ （
大宋元寳 （（（（ （（
紹定通寳 （（（（ （（
端平元寳 （（（（ （
嘉熈通寳 （（（（ （（
淳祐元寳 （（（（ （（
皇宋元寳 （（（（ （（
開慶通寳 （（（（ （
景定元寳 （（（1 （（
咸淳元寳 （（（（ （（（

金 正隆通寳 （（（（ （（
大定通寳 （（（（ （

元 至大通寳 （（（1 （
皇朝
十二銭

和同開珎 （1（ （
神功開寳 （（（ （

日本 島銭 不明 （1 （11%
丁（ベ） 大平興寳 （（1 （
前黎（ベ） 天福鎮寳 （（（ （

高麗
東国通寳 （1（（ （
海東通寳 （1（（ （
三韓通寳 （1（（ （
無文銭 （ （ （（.（（%
不明銭 （（ （（ （1.（（%
小計 （（,（（（ （（ 1.（（%

錆付塊 （（（
破損銭 （（（.（（グラム
合計 （（,（（（



225

鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭 模鋳 割合

北宋

聖宋元寳・折二 （（1（ （
大観通寳 （（1（ （（（
政和通寳 （（（（ （,（（（ （ 1.1（%
〃折二 （（（（ （（
宣和通寳 （（（（ （（（
〃折二 （（（（ （（

遼

清寧通寳 （1（（ （
大康通寳 （1（（ （
壽昌元寳 （1（（ （
乾統天寳 （（1（ （

南宋

建炎通寳 （（（（ （（
〃折二 （（（（ （（
紹興元寳 （（（（ （
〃折二 （（（（ （（
紹興通寳 （（（（ （
淳熈元寳 （（（（ （（（
紹熈元寳 （（（1 （1（
慶元通寳 （（（（ （（（
嘉泰通寳 （（1（ （（
開禧通寳 （（1（ （（
嘉定通寳 （（1（ （（（
〃折二 （（1（ （
大宋元寳 （（（（ （（
紹定通寳 （（（（ （（
端平元寳 （（（（ （
嘉熈通寳 （（（（ （（
淳祐元寳 （（（（ （（
皇宋元寳 （（（（ （（
開慶通寳 （（（（ （
景定元寳 （（（1 （（
咸淳元寳 （（（（ （（（

金 正隆通寳 （（（（ （（
大定通寳 （（（（ （

元 至大通寳 （（（1 （
皇朝
十二銭

和同開珎 （1（ （
神功開寳 （（（ （

日本 島銭 不明 （1 （11%
丁（ベ） 大平興寳 （（1 （
前黎（ベ） 天福鎮寳 （（（ （

高麗
東国通寳 （1（（ （
海東通寳 （1（（ （
三韓通寳 （1（（ （
無文銭 （ （ （（.（（%
不明銭 （（ （（ （1.（（%
小計 （（,（（（ （（ 1.（（%

錆付塊 （（（
破損銭 （（（.（（グラム
合計 （（,（（（

鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭 模鋳 割合

前漢 四銖半両 BC（（（ （
五銖 BC（（（ （

新 貨泉 AD（（ （
後漢 五銖 （（ （1
隋 五銖 （（（ （

唐

開元通寳 （（（ （,（（（ （ 1.1（%
萃元重寳・當十 （（（ （（（
萃元重寳・當五十 （（（ （
開元通寳 （（（ （（（

五代
十国

天漢元寳 （（（ （
光天元寳 （（（ （
萃徳元寳 （（（ （（
咸康元寳 （（（ （
萃亨重寳 （（（ （
天福元寳 （（（ （
漢通元寳 （（（ （
周通元寳 （（（ （（
唐国通寳 （（（ （（
大通通寳 （（1 （
開元通寳 （（1 （（

北宋

宋通元寳 （（1 （（（ （ 1.（（%
太平通寳 （（（ （（（ （ 1.（（%
淳化元寳 （（1 （（1
至道元寳 （（（ （,1（（ （ 1.（1%
咸平元寳 （（（ （（（
景徳元寳 （11（ （,（（（
祥符元寳 （11（ （,（（（
祥符通寳 （11（ （（（
天禧通寳 （1（（ （,（（（
天聖元寳 （1（（ （,（（（
明道元寳 （1（（ （（（
景祐元寳 （1（（ （（（ （ 1.（（%
皇宋通寳 （1（（ （,（（（ （ 1.1（%
至和元寳 （1（（ （（（
至和通寳 （1（（ （（（
嘉祐元寳 （1（（ （1（
嘉祐通寳 （1（（ （,（（1 （ 1.1（%
治平元寳 （1（（ （,（1（
治平通寳 （1（（ （1（
熈寧元寳 （1（（ （,1（（ （ 1.1（%
熈寧重寳・折二 （1（（ （
元豊通寳 （1（（ （,（（（ （ 1.1（%
〃折二 （1（（ （
元祐通寳 （1（（ （,（1（ （ 1.1（%
紹聖元寳 （1（（ （,（（（
紹聖通寳 （1（（ （
元符通寳 （1（（ （（（
聖宋元寳 （（1（ （,（（（ （ 1.1（%

表 1　中村岡の久保出土銭一覧表

典拠：兵庫埋蔵銭調査会編著『中村岡の久保出土銭─中世期大量埋蔵銭の調査報告書─』（新居浜市教育委員会、（（（（
年）（（～（（頁より筆者作成
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【
史
料
②
】
に
見
ら
れ
る
「
分
銭
」
と
は
、
年
貢
納
入
の
際
に
用
い

ら
れ
た
年
貢
銭
を
指
す
文
言
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、【
史
料

②
】
と
同
時
期
で
あ
る
本
出
土
銭
内
の
九
八
％
以
上
を
占
め
、
年
貢

銭
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
唐
・
北
宋
・
南
宋
銭
が
「
分
銭
」
で
使

用
さ
れ
た
銭
貨
の
銭
種
に
相
当
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、「
分
銭
」
に
て
使
用
さ
れ
た
銭
貨
と
は
異
な
る
銭
種
で
あ
る

と
想
定
し
た
「
並
銭
」
に
つ
い
て
は
、
本
出
土
銭
が
模
鋳
銭
流
通
の

初
期
で
あ
っ
た
と
の
報
告
書
で
の
指
摘（（1
（

と
【
史
料
②
】
が
階
層
化
出

現
直
前
の
状
況
で
は
な
い
か
と
す
る
筆
者
の
見
解
と
を
合
わ
せ
る
と
、

明
ら
か
に
中
国
銭
と
は
銭
質
や
銭
銘
が
異
な
る
本
出
土
銭
内
の
二
％

に
含
ま
れ
る
模
鋳
銭
や
島
銭
、
中
国
王
朝
以
外
の
高
麗
銭
な
ど
の
外

国
銭
が
「
並
銭
」
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、「
並
銭
」
が
唐
・
北
宋
・
南
宋
銭
以
外
の
二
％
の
銭
種

全
て
を
指
し
て
い
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
二
％
の
銭
種
の

中
で
も
「
分
銭
」
で
使
用
さ
れ
て
い
た
銭
種
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
段
階
で
は
、「
並
銭
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
銭
種
を
断
定

す
る
だ
け
の
根
拠
が
な
い
た
め
、
こ
の
点
の
解
明
を
今
後
の
課
題
と

し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

一
四
世
紀
中
頃
に
お
け
る
四
国
の
通
貨
事
情
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
く
と
、
流
通
銭
の
主
体
は
唐
・
北
宋
・
南
宋
銭
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
他
に
も
中
国
で
鋳
造
さ
れ
た
私
鋳
銭
や
「
並
銭
」
と
し
て
扱
わ
れ

た
で
あ
ろ
う
模
鋳
銭
な
ど
の
様
々
な
銭
種
が
同
価
値
通
用
の
銭
貨
と

し
て
流
通
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
は
模
鋳
銭
流
通
が
始
ま

る
時
期
で
あ
る
と
共
に
、
銭
貨
の
階
層
化
の
萌
芽
も
同
時
に
見
受
け

ら
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
2
）　
一
四
世
紀
後
半
の
流
通
銭

　

本
節
に
て
取
り
上
げ
る
一
四
世
紀
後
半
の
一
括
出
土
銭
と
し
て
、

徳
島
県
海
部
郡
海
陽
町
に
て
発
見
さ
れ
た
大
里
出
土
銭
を
挙
げ
る
。

大
里
出
土
銭
は
、
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
（
年
二
月
二
六
日
、
住
宅

の
新
築
工
事
に
伴
う
個
人
宅
庭
先
で
の
基
礎
掘
削
工
事
の
最
中
に
地

表
か
ら
約
三
〇
㎝
の
深
さ
か
ら
偶
然
発
見
さ
れ
た
。
一
四
世
紀
中
頃

か
ら
後
半
を
埋
蔵
時
期
と
す
る
出
土
銭
貨
で
あ
る
。
前
述
の
中
村
岡

の
久
保
出
土
銭
と
同
様
に
埋
蔵
者
や
埋
蔵
の
目
的
は
不
明
で
あ
り
、

備
前
系
の
甕
の
中
に
銭
緡
と
バ
ラ
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。
本

出
土
銭
は
、
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
（
年
度
に
徳
島
県
教
育
委
員
会

文
化
課
と
海
南
町
（
現
在
の
海
陽
町
（
教
育
委
員
会
に
よ
り
第
一
次

調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
五
（
一
九
九
三
（
年
度
に
兵
庫

埋
蔵
銭
調
査
会
が
本
銭
と
模
鋳
銭
と
を
大
別
す
る
分
類
法
を
採
用
し
、
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第
二
次
調
査
を
行
っ
た（（（
（

。

　

表
（
に
、
大
里
出
土
銭
の
一
覧
表
を
挙
げ
た
。

　

表
（
に
示
し
た
よ
う
に
、
大
里
出
土
銭
に
は
不
明
銭
を
除
く
八
一

種
の
銭
貨
が
含
ま
れ
て
い
る
。
内
訳
枚
数
に
つ
い
て
は
、
新
・
後

漢
・
隋
銭
七
枚
（
〇
・
〇
一
％
（、
唐
銭
六
二
八
七
枚
（
八
・
九
七
％
（、

五
代
十
国
銭
一
六
四
枚
（
〇
・
二
三
％
（、
北
宋
銭
六
万
一
八
七
三
枚

（
八
八
・
二
七
％
（、
南
宋
銭
一
五
五
五
枚
（
二
・
二
二
％
（、
金
銭
五

六
枚
（
〇
・
〇
八
％
（、
元
銭
一
〇
枚
（
〇
・
〇
一
％
（、
高
麗
銭
三
枚

（
〇
・
〇
〇
％
（、
ベ
ト
ナ
ム
銭
三
枚
（
〇
・
〇
〇
％
（、
皇
朝
十
二
銭

四
枚
（
〇
・
〇
一
％
（、
島
銭
二
一
枚
（
〇
・
〇
三
％
（、
無
文
銭
五
枚

（
〇
・
〇
一
％
（、
不
明
銭
一
〇
〇
枚
（
〇
・
一
四
％
（
の
合
計
七
万
八

八
枚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
に
は
模
鋳
銭
三
四
七
枚
（
〇
・

五
〇
％
（
が
確
認
さ
れ
る
。
同
時
期
に
お
け
る
一
括
出
土
銭
の
傾
向

と
比
較
す
る
と
、
そ
の
構
成
割
合
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る（（（
（

。

　

構
成
割
合
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
本
出
土
銭
は
北
宋
・
唐
・
南

宋
銭
に
よ
り
全
体
の
九
九
％
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。
他
地
域
や
中
村

岡
の
久
保
出
土
銭
と
同
様
に
、
本
出
土
銭
の
主
体
は
北
宋
・
唐
・
南

宋
銭
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

報
告
書
で
は
本
出
土
銭
が
撰
銭
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の

言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
模
鋳
銭
が
三
四
七
枚
確
認
さ

れ
る
点
や
前
節
に
て
触
れ
た
紹
興
元
寳
の
折
二
銭
な
ど
の
中
国
製
私

鋳
銭
が
混
入
し
て
い
る
点
、
出
土
銭
貨
の
構
成
割
合
が
撰
銭
が
行
わ

れ
て
い
な
い
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
点
を

踏
ま
え
る
と
、
本
出
土
銭
は
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
と
同
様
に
撰
銭

が
行
わ
れ
て
い
な
い
銭
貨
で
あ
り
、
一
四
世
紀
後
半
の
四
国
地
方
に

お
け
る
流
通
銭
の
実
態
を
反
映
し
た
出
土
銭
貨
で
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
流
通
銭
の
中
に
は
、
中
国
に
お
い
て
銭
貨
一
枚
を
二
文
と
し

て
流
通
さ
せ
た
折
二
銭
（
二
文
銭
（
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。
折

二
銭
は
通
常
の
銭
貨
と
比
べ
、
大
き
さ
が
一
回
り
大
き
い
銭
貨
で
あ

る
（
（（
（

。【
史
料
③
】
に
挙
げ
た
「
た
ふ
一
錢
」
と
は
異
な
る
銭
貨
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
大
き
さ
が
異
な
る
銭
貨
も
代
銭
納
や
取
引
に
お
い
て

一
様
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
史
料
及
び
考
古
資
料
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
と
大
里
出
土
銭
の
両
者
の
出
土
銭
貨
の
構

成
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
一
四
世
紀
中
頃
か
ら
末
頃
に
か
け

て
の
流
通
銭
に
は
大
き
な
変
化
が
な
く
、
北
宋
・
唐
・
南
宋
銭
を
主

体
に
し
つ
つ
、
中
世
日
本
独
自
の
島
銭
や
模
鋳
銭
と
い
っ
た
中
国
王

朝
の
公
鋳
銭
以
外
の
様
々
な
銭
貨
が
四
国
地
方
に
流
通
し
て
い
た
と

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
出
土
状
況
か
ら
察
す
る



228

鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭 模鋳 割合

北宋

聖宋元寳 （（1（ （,（（（ （ 1.（（%
〃折二 （（1（ （
大観通寳 （（1（ （（（ （ 1.（（%
政和通寳 （（（（ （,（1（ （（ 1.（（%
〃折二 （（（（ （（
宣和通寳 （（（（ （（（ （ 1.（（%
〃折二 （（（（ （（

南宋

建炎通寳 （（（（ （
〃折二 （（（（ （（
紹興元寳・折二 （（（（ （（
紹興通寳 （（（（ （
乾道元寳・折二 （（（（ （
淳熈元寳 （（（（ （（（ （（ （.（（%
紹熈元寳 （（（1 （（ （ （.1（%
慶元通寳 （（（（ （（（
嘉泰通寳 （（1（ （（
開禧通寳 （（1（ （（
嘉定通寳 （（1（ （（（ （ （.（（%
大宋元寳 （（（（ （
紹定通寳 （（（（ （（
端平元寳 （（（（ （
嘉熈通寳 （（（（ （（
淳祐元寳 （（（（ （（
皇宋元寳 （（（（ （（ （ （.（（%
開慶通寳 （（（（ （
景定元寳 （（（1 （1
咸淳元寳 （（（（ （（

金 正隆元寳 （（（（ （（
大定通寳 （（（（ （

元 至大通寳 （（（1 （ （ （1.11%

皇朝
十二銭

萬年通寳 （（1 （
神功開寳 （（（ （
富壽神寳 （（（ （

日本 島銭 不明 （（ （11%
丁（ベ） 大平興寳 （（1 （
前黎（ベ） 天福鎮寳 （（（ （

高麗 東国通寳 （1（（ （
海東通寳 （1（（ （
無文銭 不明 （ （ （1.11%
不明銭 （（ （（ （（.11%
小計 （（,（（（ （（（ 1.（1%
合計 （1,1（（

鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭 模鋳 割合
新 貨泉 AD（（ （
後漢 五銖 （（ （
隋 五銖 （（（ （

唐
開元通寳 （（（ （,（1（ （（ 1.（1%
萃元重寳 （（1 （（（
開元通寳 （（（ （（（

五代
十国

通正元寳 （（（ （
天漢元寳 （（（ （
光天元寳 （（（ （
萃徳元寳 （（（ （（
咸康元寳 （（（ （
萃亨重寳 （（（ （
漢通元寳 （（（ （
周通元寳 （（（ （（
唐国通寳 （（（ （（
開元通寳 （（1 （（

北宋

宋通元寳 （（1 （（（ （ 1.（（%
太平通寳 （（（ （（（ （ （.（（%
淳化元寳 （（1 （1（ （ 1.（（%
至道元寳 （（（ （,（1（ （ 1.（（%
咸平元寳 （（（ （,（1（ （ 1.（（%
景徳元寳 （11（ （,（（（ （（ 1.（（%
祥符元寳 （11（ （,（（（ （（ 1.（（%
祥符通寳 （11（ （,1（（ （ 1.（（%
天禧通寳 （1（（ （,（（（ （ 1.1（%
天聖元寳 （1（（ （,（（（ （（ 1.（（%
明道元寳 （1（（ （（1 （ 1.（（%
景祐元寳 （1（（ （,1（（
皇宋通寳 （1（（ （,（（（ （（ 1.（（%
至和元寳 （1（（ （（（
至和通寳 （1（（ （（（ （ 1.（（%
嘉祐元寳 （1（（ （（（ （ 1.（（%
嘉祐通寳 （1（（ （,（（（ （ 1.（（%
治平元寳 （1（（ （,（（（ （ 1.（（%
治平通寳 （1（（ （（1
熈寧元寳 （1（（ （,（（（ （（ 1.（（%
熈寧重寳・折二 （1（（ （
元豊通寳 （1（（ （,（（1 （（ 1.（（%
元祐通寳 （1（（ （,（（（ （（ 1.（（%
紹聖元寳 （1（（ （,11（ （ 1.（（%
紹聖通寳 （1（（ （
元符通寳 （1（（ （,1（（ （ 1.（（%

表 2　大里出土銭一覧表

典拠：兵庫埋蔵銭調査会・永井久美男編著『阿波海南大里出土銭─海南町中世期埋蔵銭の報告書─』（海南町教育委
員会、（（（（年）（（～（（頁より筆者作成。
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に
、
一
四
世
紀
代
四
国
で
の
流
通
銭
に
は
悪
銭
と
い
う
概
念
は
な
く
、

単
に
銭
貨
一
枚
は
一
文
の
価
値
を
持
つ
貨
幣
で
あ
る
と
し
て
同
価
値

通
用
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
）　
一
五
世
紀
代
の
流
通
銭

　

本
章
第
一
節
及
び
第
二
節
で
は
、
一
四
世
紀
代
の
流
通
銭
の
実
態

に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
徳
島
県
阿
南
市
よ

り
発
見
さ
れ
た
長
生
出
土
銭
を
挙
げ
て
、
一
五
世
紀
代
の
流
通
銭
を

み
て
い
き
た
い
。

　

長
生
出
土
銭
は
、
昭
和
二
九
（
一
九
五
四
（
年
五
月
五
日
、
阿
南

市
長
生
町
の
長
生
橋
南
岸
で
の
堤
防
改
修
工
事
中
に
備
前
焼
の
大
甕

に
銭
貨
が
入
れ
ら
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。
発
見
状
況
の
詳
細
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
埋
蔵
時
期
は
室
町
末
期
の
一
五
世
紀
後

半
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
発
見
地
の
周
辺
は
「
国
高
屋
敷
」
と
呼

ば
れ
る
地
域
で
あ
り
、
地
方
の
富
豪
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
、

長
生
出
土
銭
は
、
国
高
屋
敷
周
辺
に
住
ん
で
い
た
富
豪
が
蓄
財
し
た

財
貨
の
一
部
を
地
中
に
埋
蔵
し
て
保
管
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る（（（
（

。

　

以
下
の
表
（
が
、
長
生
出
土
銭
の
一
覧
表
で
あ
る
。

　

表
（
に
示
し
た
よ
う
に
、
長
生
出
土
銭
に
は
不
明
銭
を
除
く
六
一

種
の
銭
種
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
内
訳
枚
数
は
、
唐
銭
一
七
六
〇
枚

（
六
・
六
八
％
（、
五
代
十
国
銭
一
五
枚
（
〇
・
〇
六
％
（、
北
宋
銭
一

万
七
六
三
四
枚
（
六
六
・
九
五
％
（、
南
宋
銭
二
六
〇
枚
（
〇
・
九

九
％
（、
金
銭
四
〇
枚
（
〇
・
一
五
％
（、
元
銭
六
枚
（
〇
・
〇
二
％
（、

明
銭
四
〇
三
二
枚
（
一
五
・
三
一
％
（、
朝
鮮
銭
五
六
枚
（
〇
・
二

一
％
（、
ベ
ト
ナ
ム
銭
一
枚
（
〇
・
〇
〇
％
（、
琉
球
銭
三
枚
（
〇
・
〇

一
％
（、
島
銭
一
枚
（
〇
・
〇
〇
％
（、
不
明
銭
二
五
三
〇
枚
（
九
・
六

一
％
（
の
合
計
二
万
六
三
三
八
枚
と
な
っ
て
い
る
。
模
鋳
銭
の
識
別

に
つ
い
て
は
、
再
調
査
が
現
段
階
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
出

土
銭
内
に
模
鋳
銭
が
混
入
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

　

本
出
土
銭
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
そ
の
構
成
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

本
出
土
銭
に
は
、
明
・
朝
鮮
・
琉
球
銭
と
い
っ
た
一
四
世
紀
代
の
流

通
銭
に
は
み
ら
れ
な
い
銭
種
が
確
認
さ
れ
る
。
一
四
世
紀
代
と
比
べ
、

鋳
造
年
代
が
新
し
い
銭
貨
が
四
国
に
も
流
入
し
、
流
通
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
明
銭
な
ど
の
新
し
い
銭
貨
が
流
入
し
て
き
た

こ
と
に
よ
り
、
組
成
比
率
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
一
四
世
紀
代

の
頃
と
比
べ
、
北
宋
銭
二
〇
％
、
唐
銭
二
％
、
南
宋
銭
一
％
ほ
ど
出

土
銭
内
に
占
め
る
割
合
が
低
下
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
組
成
比
率
の
減
少
は
、
一
四
世
紀
代
に
お
い
て
流
通
銭
の

中
心
を
占
め
て
い
た
唐
銭
・
北
宋
銭
・
南
宋
銭
の
流
通
量
が
四
国
か
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鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭

南宋

建炎通寳 （（（（ （
紹興元寳 （（（（ （
淳熈元寳 （（（（ （（
紹熈元寳 （（（1 （（
慶元通寳 （（（（ （（
嘉泰通寳 （（1（ （（
開禧通寳 （（1（ （（
嘉定通寳 （（1（ （（
大宋元寳 （（（（ （
紹定通寳 （（（（ （（
端平元寳 （（（（ （
嘉熈通寳 （（（（ （
淳祐元寳 （（（（ （（
皇宋元寳 （（（（ （
開慶通寳 （（（（ （
景定元寳 （（（1 （（
咸淳元寳 （（（（ （（

金
正隆元寳 （（（（ （（
大定通寳 （（（（ （

元 至大通寳 （（（1 （

明

大中通寳 （（（（ （
洪武通寳 （（（（ （（（
永楽通寳 （（1（ （,（（（
宣徳通寳 （（（（ （（（

日本 島銭 不明 （

前黎（ベ） 天福鎮寳 （（（ （

李氏朝鮮 朝鮮通寳 （（（（ （（

琉球
大世通寳 （（（（ （
世高通寳 （（（（ （

不明銭 （,（（1

合計 （（,（（（

鋳造国 銭貨名 初鋳年 本銭

唐
開元通寳 （（（ （,（（（
萃元重寳 （（（ （（

五代十国
周通元寳 （（（ （
唐国通寳 （（（ （（

北宋

宋通元寳 （（1 （1
太平通寳 （（（ （（（
淳化元寳 （（1 （（1
至道元寳 （（（ （（1
咸平元寳 （（（ （（（
景徳元寳 （11（ （（1
祥符元寳 （11（ （（（
祥符通寳 （11（ （（（
天禧通寳 （1（（ （（（
天聖元寳 （1（（ （,11（
明道元寳 （1（（ （（
景祐元寳 （1（（ （（（
皇宋通寳 （1（（ （,（（（
至和元寳 （1（（ （（（
至和通寳 （1（（ （（
嘉祐元寳 （1（（ （（（
嘉祐通寳 （1（（ （（（
治平元寳 （1（（ （（（
治平通寳 （1（（ （（
熈寧元寳 （1（（ （,1（（
元豊通寳 （1（（ （,（（（
元祐通寳 （1（（ （,（（1
紹聖元寳 （1（（ （（（
元符通寳 （1（（ （（（
聖宋元寳 （（1（ （（（
大観通寳 （（1（ （（（
政和通寳 （（（（ （（（
宣和通寳 （（（（ （（

表 3　長生出土銭一覧表

典拠：阿南市史編さん委員会編『阿南市史』第一巻原始・古代・中世編（阿南市、（（（（年）
（（（～（（（頁より筆者作成。
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ら
減
少
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
（
か
ら
一
五
世
紀
に

入
り
、
新
た
に
加
わ
っ
た
明
・
朝
鮮
・
琉
球
銭
及
び
不
明
銭
の
枚
数

を
全
体
の
枚
数
か
ら
引
い
て
、
渡
来
銭
の
基
礎
部
分
と
な
る
組
成
比

率
（
（（
（

を
計
算
し
て
み
る
と
、
本
出
土
銭
は
北
宋
銭
八
九
・
四
％
、
唐
銭

八
・
九
％
、
南
宋
銭
一
・
三
％
と
な
る
。
同
様
に
、
先
ほ
ど
挙
げ
た

一
四
世
紀
中
頃
の
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
に
お
け
る
基
礎
部
分
の
組

成
比
率
に
つ
い
て
は
、
北
宋
銭
八
八
・
〇
％
、
唐
銭
九
・
〇
％
、
南

宋
銭
二
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
四
世
紀
後
半
の
大
里

出
土
銭
に
お
け
る
基
礎
部
分
の
組
成
比
率
に
つ
い
て
は
、
北
宋
銭
八

八
・
四
％
、
唐
銭
九
・
〇
％
、
南
宋
銭
二
・
二
％
で
あ
っ
た
。
こ
の

結
果
を
み
る
と
、
本
出
土
銭
と
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
及
び
大
里
出

土
銭
の
組
成
比
率
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
一
五
世
紀
代
の
流
通
銭
は
、
一
四
世
紀
代
の
流
通
銭
は
目

減
り
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
に
、
明
銭
な
ど
の
新
た
な
銭
貨
が
積

み
重
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
銭
貨
別
に
み
て
み
る
と
、
最
も
多
い
銭
貨
は
明
銭
の
永
楽

通
寳
と
な
っ
て
い
る
。
永
楽
通
寳
は
、
勘
合
貿
易
時
に
永
楽
帝
か
ら

室
町
幕
府
将
軍
に
頒
賜
銭
の
名
目
で
与
え
ら
れ
、
明
国
内
で
は
流
通

が
な
く
、
明
朝
の
朝
貢
貿
易
用
に
鋳
造
さ
れ
た
銭
貨
で
あ
る
。
明
銭

が
一
五
世
紀
か
ら
流
通
し
始
め
た
銭
貨
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
出

土
銭
貨
全
体
の
約
一
二
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
急
激
な
勢
い
で

大
量
の
明
銭
が
四
国
へ
流
入
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

本
出
土
銭
は
、
報
告
書
内
に
お
い
て
、
撰
銭
さ
れ
た
も
の
か
ど
う

か
と
い
う
点
に
関
す
る
言
及
が
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
表
（
を
改
め

て
み
て
み
た
い
。
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
及
び
大
里
出
土
銭
の
島
銭

が
二
一
枚
か
ら
三
〇
枚
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
長
生
出
土

銭
の
島
銭
は
一
枚
し
か
出
土
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
折
二
銭
に
つ
い

て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
島
銭
・
折
二
銭
の
著
し
い

減
少
傾
向
は
、
本
出
土
銭
が
撰
銭
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
出
土
銭
が
地
元
の
富
豪
が
貯
蓄
目
的
に
わ
ざ

わ
ざ
地
中
に
埋
蔵
し
た
銭
貨
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
撰
銭
さ

れ
た
出
土
銭
貨
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
出
土
銭
を
撰
銭
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
と
、
文
明
一
七
（
一
四

八
五
（
年
の
【
史
料
④
】
で
注
目
し
た
撰
銭
で
対
象
と
な
っ
た
銭
貨

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
四
世
紀
代
の
撰
銭
さ
れ
て
い
な
い
出

土
銭
貨
で
あ
る
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
・
大
里
出
土
銭
と
本
出
土
銭

と
を
比
べ
る
と
、
五
銖
な
ど
の
古
文
銭
と
皇
朝
十
二
銭
、
無
文
銭
は

確
認
さ
れ
ず
、
島
銭
は
著
し
く
減
少
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど

述
べ
た
よ
う
に
、
模
鋳
銭
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の

唐
銭
以
降
の
銭
貨
に
極
端
な
変
動
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
少
な
く
と
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も
鋳
造
時
期
が
唐
朝
よ
り
以
前
の
古
文
銭
・
日
本
の
初
期
貨
幣
で
あ

る
皇
朝
十
二
銭
・
無
文
銭
・
日
本
独
自
の
島
銭
は
意
図
的
に
排
除
さ

れ
て
い
る
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に

鋳
造
時
期
が
古
い
銭
貨
や
中
国
の
公
鋳
銭
と
は
銭
質
が
異
な
る
日
本

製
の
銭
貨
が
撰
銭
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
銭
貨
は
一
五

世
紀
末
頃
に
な
る
と
悪
銭
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
世
日
本
に
て
鋳
造
さ
れ
た
模
鋳
銭
も

ま
た
悪
銭
と
し
て
撰
銭
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
こ
の
撰
銭
の
対
象
と
な
っ
た
銭
種
は
、「
日
本
新
鋳
料
足（（（
（

」
と

記
し
、
日
本
で
鋳
造
さ
れ
た
銭
貨
を
排
除
し
た
京
都
と
同
様
の
傾
向

に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
、
再
び
永
楽
通
寳
に
着
目
し
て
み
た
い
。
永
楽
通
寳
を
含

む
明
銭
は
、
京
都
で
は
混
用
率
を
明
示
し
て
強
制
的
に
流
通
を
促
さ

れ
る
ほ
ど
に
忌
避
さ
れ
て
い
た（（（
（

。
こ
の
一
方
で
、
一
五
世
紀
四
国
で

は
、
明
銭
が
急
激
に
拡
大
し
た
こ
と
に
伴
い
、
流
通
銭
内
に
お
い
て

撰
銭
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
精
銭
と
し
て
扱
わ
れ
、
精
銭
の
主
体
を

担
う
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
お
け
る
四
国
地
方
で

は
、
撰
銭
の
開
始
や
明
銭
の
大
量
流
入
な
ど
、
通
貨
事
情
に
動
揺
が

見
ら
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、

撰
銭
に
関
し
て
は
、
京
都
と
近
い
位
置
関
係
に
あ
っ
た
た
め
か
京
都

と
同
じ
基
準
で
撰
銭
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
四
国
は
京
都
で
は
忌
避
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
永
楽
通
寳

な
ど
の
明
銭
を
精
銭
と
し
て
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
全
面
的
に

京
都
の
通
貨
事
情
を
四
国
が
追
随
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
考
古
学
の
観
点
か
ら
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
四
国
地

方
に
お
け
る
流
通
銭
の
実
態
を
本
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
具
体
的
に
は
、
一
四
世
紀
に
お
い
て
は
唐
・
北
宋
・
南

宋
銭
が
流
通
銭
と
な
り
、
模
鋳
銭
な
ど
の
日
本
独
自
の
銭
貨
も
そ
の

価
値
が
目
減
り
す
る
こ
と
な
く
流
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
五
世

紀
に
お
い
て
は
精
銭
と
悪
銭
に
分
化
し
、
中
国
の
公
鋳
銭
で
は
な
い

日
本
独
自
の
銭
貨
な
ど
は
悪
銭
と
し
て
認
識
さ
れ
、
撰
銭
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
四
国
地
方
と
京
都
は
近
い
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
京

都
と
似
て
い
る
部
分
も
あ
っ
た
が
、
精
銭
と
悪
銭
の
線
引
き
の
段
階

で
、
京
都
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
つ
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
が
確
か

に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
中
世
四
国
地
方
に
お
け
る
通
貨
事
情
の
実
態
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
本
稿
の
成
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
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一
四
世
紀
、
四
国
地
方
に
お
い
て
代
銭
納
が
定
着
し
た
後
、
一
四

世
紀
末
に
は
銭
貨
が
百
姓
に
ま
で
拡
大
し
た
。
こ
れ
と
と
も
に
、
他

地
方
で
も
精
銭
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
唐
・
北
宋
・
南
宋
銭
が
流
通

し
、
四
国
で
は
銭
貨
の
階
層
化
が
形
成
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
状
況
は
、

一
五
世
紀
に
入
る
と
一
変
し
、
一
五
世
紀
末
に
は
四
国
で
は
撰
銭
が

行
わ
れ
、
悪
銭
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
悪
銭
の
流
通
は
、

年
数
を
経
る
に
つ
れ
て
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
悪
銭
が
流
通
銭
の

ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
六

世
紀
末
以
降
の
四
国
地
方
で
は
、
一
六
世
紀
末
の
京
都
に
お
い
て
形

成
さ
れ
た
四
層
か
ら
な
る
銭
貨
の
階
層
化
よ
り
も
シ
ン
プ
ル
な
「
古

銭
」・「
上
銭
」・「
悪
銭
（
流
通
銭
（」
か
ら
な
る
三
層
の
階
層
化
が

形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
悪
銭
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
の
流
通
銭
に
も
、
そ
れ
ま
で
の
精
銭
に
加
え
、
模
鋳
銭
や
私

鋳
銭
な
ど
の
質
の
悪
い
悪
銭
が
多
分
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次

第
に
悪
銭
が
四
国
に
蔓
延
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
内
容
か
ら
、
四
国
の
通
貨
事
情
は
、
中
世
日
本
最
大
の
銭

貨
経
済
圏
を
形
成
し
て
い
た
京
都
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
た

と
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
中
世
四
国
は
、
京
都
と
似
た
撰
銭
の
基

準
を
持
ち
な
が
ら
も
、
同
一
の
通
貨
事
情
を
形
成
し
て
い
た
と
は
い

え
な
い
。
そ
れ
は
、
京
都
で
忌
避
さ
れ
、
は
じ
き
出
さ
れ
た
明
銭
を

受
容
し
た
上
で
精
銭
と
し
て
利
用
し
、
さ
ら
に
同
様
の
形
で
忌
避
さ

れ
た
悪
銭
に
つ
い
て
も
受
容
す
る
な
ど
、
京
都
と
は
異
な
る
特
徴
を

持
つ
中
世
四
国
の
通
貨
事
情
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
、
中
世
日
本
貨
幣
史
上
に
お
い
て
、
四
国
地
方
は
京
都
が

忌
避
し
た
銭
貨
を
受
容
し
、
利
用
し
て
い
た
と
い
う
京
都
の
受
け
皿

的
役
割
を
担
い
つ
つ
、
前
段
落
に
て
述
べ
た
四
国
地
方
の
状
況
に
応

じ
た
通
貨
事
情
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
中
世
四
国
地
方
に
お
け
る
銭
貨
を
中
心

と
す
る
通
貨
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
た
だ
し
、
中
世
期
の
銭

貨
は
、
銭
貨
単
体
の
み
で
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
金
・
銀
な

ど
の
他
の
貨
幣
の
影
響
も
大
き
く
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
金
・

銀
・
銭
の
三
貨
の
連
関
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
中
世
期
以
降
、
経
済
が
発
展
す
る
に
伴
い
、
手
形
や
掛
け
取

引
な
ど
の
信
用
取
引
が
拡
大
し
て
お
り
、
銭
貨
と
信
用
取
引
の
関
係

性
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を

期
す
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
、
中
世
四
国
地
方
の
通
貨
事
情
の
全

容
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
お
け
る
四
国
地
方
の
通
貨
事

情
の
実
態
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
、
一
六
世
紀
の
流
通
銭
の

実
態
に
つ
い
て
は
出
土
銭
貨
の
関
係
上
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
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き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
六
世
紀
代
の
一
括
出
土
銭

の
発
見
・
調
査
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
今
後
、
解
明
す

べ
き
研
究
課
題
と
し
て
文
献
史
料
の
再
検
討
や
他
の
研
究
手
法
を
模

索
す
る
こ
と
で
も
迫
っ
て
い
き
た
い
。

（
（
（		

小
葉
田
淳
『
日
本
貨
幣
流
通
史
』（
刀
江
書
院
、
一
九
六
九
年
（。

ま
た
、
貨
幣
史
に
関
す
る
研
究
整
理
に
つ
い
て
は
、
川
戸
貴
史

『
戦
国
期
の
貨
幣
と
経
済
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
（
な
ど

に
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
（
（		

拙
稿
「
一
五
・
一
六
世
紀
北
陸
地
方
に
お
け
る
通
貨
事
情
─
文

献
史
料
と
考
古
資
料
の
観
点
か
ら
─
」（『
地
方
史
研
究
』
第
三
六

三
号
、
二
〇
一
三
年
（
及
び
拙
稿
「
（（
世
紀
北
陸
地
方
に
お
け
る

通
貨
事
情
の
実
態
」（『
北
陸
史
学
』
第
六
三
号
、
二
〇
一
五
年
（。

（
（
（		

同
前
論
文
。

（
（
（		

神
木
哲
男
「
在
地
経
済
の
発
展
と
貨
幣
─
土
佐
国
大
忍
荘
─
」

（
同
『
日
本
中
世
商
品
流
通
史
論
─
荘
園
商
業
の
展
開
と
生
産
構

造
─
』
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
（。

（
（
（		

高
木
久
史
「
（（
世
紀
第
（
四
半
期
四
国
の
銭
使
用
秩
序
に
関
す

る
ノ
ー
ト
」（『
安
田
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
一
年
（。

（
（
（		

高
田
倫
子
「
中
世
か
ら
近
世
移
行
期
の
銭
貨
流
通
─
四
国
地
方

に
お
け
る
考
古
資
料
を
中
心
に
─
」（『
六
甲
台
論
集
─
経
済
学
編

─
』
第
五
五
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
（。

（
（
（		

岡
本
桂
典
「
各
地
域
出
土
の
渡
来
銭
・
四
国
地
方
」（『
考
古
学

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
一
八
七
号
、
一
九
八
一
年
（。

（
（
（		

豊
臣
秀
吉
が
四
国
の
浦
々
に
対
し
、
南
蛮
船
の
た
め
の
大
工
・

人
足
を
手
配
す
る
と
い
う
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

四
国
に
南
蛮
船
が
寄
港
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（『
南
蛮

船
文
書
』
一
〇
月
六
日
条
（
小
杉
榲
邨
『
阿
波
国
徴
古
雑
抄
』
日

本
歴
史
地
理
学
会
、
一
九
二
二
年
、
三
九
八
頁
（（。

（
（
（		

文
献
史
料
に
関
し
て
は
、『
徳
島
県
史
』・『
阿
波
国
荘
園
史

料
』・『
阿
波
国
徴
古
雑
抄
』・『
香
川
県
史
』・『
新
編
香
川
叢
書
』・

『
愛
媛
県
史
』・『
高
知
県
史
』
な
ど
の
郷
土
史
料
を
使
用
す
る
。

（
（1
（		

『
香
川
県
史
』
第
八
巻　

資
料
編　

古
代
・
中
世
史
料
（
香
川

県
、
一
九
八
六
年
（
八
六
五
頁
。

（
（（
（		

小
葉
田
前
掲
書
『
日
本
貨
幣
流
通
史
』
八
頁
。

（
（（
（		

永
井
久
美
男
『
新
版
中
世
出
土
銭
の
分
類
図
版
』（
高
志
書
院
、

二
〇
〇
二
年
（
一
六
六
～
一
六
九
頁
。
な
お
、
和
同
開
珎
の
初
鋳

年
は
和
銅
元
（
七
〇
八
（
年
、
萬
年
通
寳
の
初
鋳
年
が
天
平
宝
字

四
（
七
六
〇
（
年
で
あ
る
。

（
（（
（		

「
東
大
寺
領
諸
國
封
物
來
納
帳
」（『
香
川
県
史
』
第
八
巻
、
七

一
四
～
七
一
八
頁
（。

（
（（
（		

な
お
、
九
〇
〇
年
か
ら
一
二
〇
〇
年
代
に
お
け
る
銭
貨
に
関
連

す
る
文
献
史
料
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
皇
朝
十
二
銭
は
次
第
に
信
用
が
低
下
し
、
民
間
で
は

用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
全
国
的
な
傾
向
に
四
国
も
同
調
し
、
四
国

に
お
い
て
も
皇
朝
十
二
銭
が
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
物
々
交
換
が

拡
大
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
（（
（		

神
木
前
掲
論
文
「
在
地
経
済
の
発
展
と
貨
幣
─
土
佐
国
大
忍
荘



235

─
」。

（
（（
（		

例
え
ば
、「
柀
山
守
利
名
畑
請
料
錢
内
陸
佰
□
事
」
正
安
元

（
一
二
九
九
（
年
一
〇
月
一
二
日
条
（『
高
知
県
史
』
古
代
中
世
史

料
編
、
高
知
県
、
一
九
八
六
年
、
九
九
三
頁
（
が
確
認
さ
れ
る
。

（
（（
（		

例
え
ば
、「
越
智
長
次
畠
地
賣
券
」
嘉
元
四
（
一
三
〇
六
（
年

二
月
二
三
日
条
（『
愛
媛
県
史
』
資
料
編	

古
代
・
中
世
、
愛
媛
県
、

一
九
八
三
年
、
三
九
六
頁
（
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
。

（
（（
（		

拙
稿
「
一
五
・
一
六
世
紀
北
陸
地
方
に
お
け
る
通
貨
事
情
─
文

献
史
料
と
考
古
資
料
の
観
点
か
ら
─
」
三
頁
。
な
お
、
中
世
北
陸

で
の
文
献
史
料
は
、
以
下
に
確
認
さ
れ
る
。「
法
住
寺
二
王
造
立

勧
進
状
」
享
徳
二
（
一
四
五
三
（
年
七
月
九
日
条
（
加
能
史
料
編

纂
委
員
会
編
『
加
能
史
料
』
室
町
Ⅲ
、
石
川
県
、
二
〇
〇
五
年
（。

（
（（
（		

『
阿
波
国
荘
園
史
料
』（
徳
島
大
学
教
育
学
部
社
会
科
教
育
研
究

室
、
一
九
七
二
年
（
七
八
～
七
九
頁
。

（
（1
（		

拙
稿
「
一
五
・
一
六
世
紀
北
陸
地
方
に
お
け
る
通
貨
事
情
─
文

献
史
料
と
考
古
資
料
の
観
点
か
ら
─
」。

（
（（
（		

高
木
久
史
「
一
六
世
紀
後
半
越
前
に
お
け
る
銭
使
用
秩
序
の
変

容
─
越
前
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
」（
同
『
日
本
中
世
貨
幣
史
論
』
校

倉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
（
六
九
～
七
〇
頁
。

（
（（
（		

分
銭
と
は
、
斗
代
に
面
積
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
貢
租
を
銭
貨

に
よ
っ
て
納
め
た
も
の
を
指
す
（
阿
部
猛
編
『
荘
園
史
用
語
辞

典
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一
九
四
頁
（。

（
（（
（		

『
高
知
県
史
』
古
代
中
世
史
料
編
、
六
九
三
頁
。

（
（（
（		

当
一
銭
に
つ
い
て
は
小
平
銭
・
一
文
銭
と
も
呼
ば
れ
、
銭
貨
一

枚
を
一
〇
文
と
し
て
流
通
さ
せ
る
当
十
銭
・
十
文
銭
な
ど
も
中
世

で
は
存
在
し
て
い
た
。

（
（（
（		

『
香
川
県
史
』
第
八
巻
、
七
四
九
頁
。

（
（（
（		

「
洛
中
洛
外
酒
屋
土
倉
條
々
」
永
正
元
（
一
五
〇
四
（
年
八
月

二
三
日
条
（
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
（。

（
（（
（		

「
土
田
荘
公
用
銭
到
来
散
用
状
事
」
長
享
二
（
一
四
八
八
（
年

五
月
一
九
日
条
（
加
能
史
料
編
纂
委
員
会
編
『
加
能
史
料
』
戦
国

Ⅱ
、
石
川
県
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
八
九
～
四
一
三
頁
（。

（
（（
（		

「
撰
銭
事
」
文
明
一
七
（
一
四
八
五
（
年
四
月
一
五
日
条
（
佐

藤
進
一
・
池
内
義
資
・
百
瀬
今
朝
雄
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
五
八
～
五
九
頁
（。

（
（（
（		

「
道
者
職
賣
券
」
永
禄
一
〇
（
一
五
六
七
（
年
八
月
吉
日
条

（『
香
川
県
史
』
第
八
巻
、
四
九
四
頁
（。

（
（1
（		

中
島
圭
一
「
日
本
の
中
世
貨
幣
と
国
家
」（
歴
史
学
研
究
会
編

『
越
境
す
る
貨
幣
』
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
（
一
二
二
～
一
二

五
頁
。
中
島
氏
は
、「
打う

ち

平ひ
ら
め」
に
つ
い
て
中
世
日
本
国
内
に
お
い

て
鋳
造
さ
れ
た
無
文
銭
で
あ
る
と
比
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
木

氏
は
撰
銭
令
に
確
認
さ
れ
る
打
平
な
ど
の
悪
銭
を
指
す
銭
種
に
関

す
る
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
（
高
木
久
史
「
日
本
中
近
世
移
行
期

国
産
銭
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
─
法
制
史
料
か
ら
─
」（『
国
語
国

文
論
集
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
三
年
（（。

（
（（
（		

高
木
同
前
論
文
、
三
四
～
三
五
頁
。

（
（（
（		
『
愛
媛
県
史
』
資
料
編
・
近
世
上
（
愛
媛
県
、
一
九
八
四
年
（

六
～
七
頁
。
史
料
内
の
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
よ
る
。

（
（（
（		

『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
編
二
（
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
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員
会
、
一
九
八
一
年
（
一
〇
〇
六
～
一
〇
〇
七
頁
。
史
料
内
の
傍

線
部
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
よ
る
。

（
（（
（		
高
木
前
掲
論
文
「
（（
世
紀
第
（
四
半
期
四
国
の
銭
使
用
秩
序
に

関
す
る
ノ
ー
ト
」
八
一
～
八
二
頁
。

（
（（
（		

小
葉
田
前
掲
書
『
日
本
貨
幣
流
通
史
』
二
二
三
～
二
三
一
頁
。

（
（（
（		

「
紺
屋
役
之
儀
」
天
正
一
五
（
一
五
八
七
（
年
一
二
月
七
日
条

（『
阿
波
国
徴
古
雑
抄
』、
四
八
七
頁
（

（
（（
（		

貫
高
制
か
ら
石
高
制
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
浦
長
瀬
隆
『
中

近
世
日
本
貨
幣
流
通
史
─
取
引
手
段
の
変
化
と
要
因
─
』（
勁
草

書
房
、
二
〇
〇
一
年
（
に
詳
し
い
。

（
（（
（		

小
葉
田
前
掲
書
『
日
本
貨
幣
流
通
史
』
二
一
八
～
二
一
九
頁
。

中
世
四
国
の
文
献
史
料
に
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
小
葉
田
氏
に
よ

る
と
「
上
銭
」
よ
り
も
価
値
が
低
い
銭
貨
と
し
て
、「
中
銭
」・

「
下
銭
」
も
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（		

高
木
前
掲
論
文
「
（（
世
紀
第
（
四
半
期
四
国
の
銭
使
用
秩
序
に

関
す
る
ノ
ー
ト
」
八
四
～
八
五
頁
。

（
（1
（		

【
史
料
⑤
】
及
び
【
史
料
⑥
】
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
比
較

す
る
こ
と
の
同
年
代
の
史
料
が
管
見
の
限
り
で
は
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
七
年
と
比
較
的
年
代
が
近
い

両
史
料
を
比
較
・
検
討
を
行
っ
た
。

（
（（
（		

算
出
方
法
と
し
て
は
、「
田
地
分
米
合
計
額
÷（
田
畠
合
計
分
銭

古
額
─
畠
地
合
計
分
銭
古
額
（」
に
よ
り
、
分
銭
古
一
貫
文
あ
た

り
の
石
高
を
計
算
し
た
。
ま
た
、
同
様
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
高

木
氏
も
行
っ
て
い
る
（
高
木
前
掲
論
文
「
（（
世
紀
第
（
四
半
期
四

国
の
銭
使
用
秩
序
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
八
二
頁
（。
な
お
、
小
数

点
第
三
位
に
つ
い
て
は
切
り
捨
て
と
し
た
。

（
（（
（		

同
前
論
文
。

（
（（
（		

「
織
田
信
長
撰
銭
定
書
案
」
永
禄
一
二
（
一
五
六
九
（
年
三
月

一
日
条
（
佐
藤
進
一
・
百
瀬
今
朝
雄
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
八
頁
（。
織
田
信
長
上

洛
直
後
に
発
せ
ら
れ
た
撰
銭
令
で
は
、「
こ
ろ
」・「
せ
ん
と
く
」・

「
や
け
錢
」
を
二
倍
、「
ゑ
ミ
や
う
」・「
お
ほ
か
け
」・「
わ
れ
」・

「
す
り
」
を
五
倍
、「
う
ち
ひ
ら
め
」・「
な
ん
き
ん
」
を
一
〇
倍
に

て
通
用
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
精
銭
を
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
四
層
の
階
層
化
が
京
都
で
は
形
成
さ
れ
て
い
た
。

（
（（
（		

兵
庫
埋
蔵
銭
調
査
会
編
『
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
─
中
世
期
大

量
埋
蔵
銭
の
調
査
報
告
書
─
』（
新
居
浜
市
教
育
委
員
会
、
一
九

九
九
年
（。
な
お
、
本
稿
で
は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
所

有
者
に
関
し
て
実
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
避
け
た
。

（
（（
（		

表
（
中
の
割
合
に
つ
い
て
は
、「
模
鋳
÷（
本
銭
＋
模
鋳
（」
に

よ
り
算
出
し
、
小
数
点
第
三
位
は
四
捨
五
入
し
た
。
な
お
、
日
本

で
鋳
造
さ
れ
た
皇
朝
十
二
銭
に
つ
い
て
は
公
鋳
銭
と
し
て
扱
っ
た

た
め
本
銭
と
し
た
。
ま
た
、
島
銭
つ
い
て
は
、
典
拠
で
は
本
銭
と

分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
公
鋳
銭
で
は
な
い
た
め
に
模
鋳

銭
と
み
な
し
た
。
模
鋳
銭
の
み
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
割
合
を

「
100
％
」
と
表
記
し
た
。
国
名
に
つ
い
て
は
、「（
ベ
（」
が
ベ
ト
ナ

ム
を
指
す
。
以
下
、
表
（
・
表
（
に
つ
い
て
も
、
算
出
方
法
及
び

表
記
、
分
類
に
つ
い
て
は
同
じ
と
す
る
。

（
（（
（		
無
文
銭
一
二
枚
の
内
、
七
枚
は
中
国
製
、
五
枚
は
日
本
製
の
無

文
銭
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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（
（（
（		

同
時
期
の
一
括
出
土
銭
に
お
け
る
模
鋳
銭
の
枚
数
・
割
合
に
つ

い
て
は
、
塩
野
出
土
銭
（
兵
庫
県
姫
路
市
（
が
一
六
二
枚
（
〇
・

三
二
％
（、
引
土
出
土
銭
（
京
都
府
舞
鶴
市
（
が
一
二
六
枚
（
一
・

〇
六
％
（、
吉
田
若
宮
二
次
出
土
銭
（
長
野
県
塩
尻
市
（
が
一
五

一
枚
（
二
・
五
九
％
（
と
な
っ
て
い
る
（
兵
庫
埋
蔵
銭
調
査
会
前

掲
書
『
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
─
中
世
期
大
量
埋
蔵
銭
の
調
査
報

告
書
─
』
一
二
八
頁
（。

（
（（
（		

同
前
書
、
一
四
九
頁
。

（
（（
（		

中
世
日
本
に
お
け
る
最
も
早
い
撰
銭
令
は
、
大
内
氏
が
自
ら
の

城
下
町
に
対
し
て
発
し
た
文
明
一
七
（
一
四
八
五
（
年
の
こ
と
で

あ
る
。

（
（1
（		

兵
庫
埋
蔵
銭
調
査
会
前
掲
書
『
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
─
中
世

期
大
量
埋
蔵
銭
の
調
査
報
告
書
─
』
一
四
九
頁
。

（
（（
（		

兵
庫
埋
蔵
銭
調
査
会
編
『
阿
波
海
南
大
里
出
土
銭
─
海
南
町
中

世
期
埋
蔵
銭
の
報
告
書
─
』（
海
南
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四

年
（。

（
（（
（		

兵
庫
埋
蔵
銭
調
査
会
前
掲
書
『
中
村
岡
の
久
保
出
土
銭
─
中
世

期
大
量
埋
蔵
銭
の
調
査
報
告
書
─
』
一
二
八
頁
。

（
（（
（		

永
井
前
掲
書
『
新
版
中
世
出
土
銭
の
分
類
図
版
』。

（
（（
（		

阿
南
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
阿
南
市
史
』
第
一
巻
原
始
・
古

代
・
中
世
編
（
阿
南
市
、
一
九
八
七
年
（
四
一
七
～
四
二
六
頁
。

（
（（
（		

永
井
久
美
男
氏
は
、
渡
来
銭
の
基
礎
部
分
を
構
築
し
て
い
る
銭

貨
が
唐
・
北
宋
・
南
宋
の
三
王
朝
の
銭
貨
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
永
井
久
美
男
「
渡
来
銭
時
代
に
お
け
る
流
通
銭
の
変
遷
─
出
土

銭
資
料
に
よ
る
考
察
─
」（『
出
土
銭
貨
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
五

年
（（。

（
（（
（		

「
洛
中
洛
外
酒
屋
土
倉
條
々
」
永
正
元
（
一
五
〇
四
（
年
八
月

二
三
日
条
。

（
（（
（		

「
撰
銭
事
」
文
明
一
七
（
一
四
八
五
（
年
四
月
一
五
日
条
。
本

史
料
で
は
、
一
〇
〇
文
中
の
三
二
文
を
永
楽
通
寳
・
洪
武
通
寳
・

宣
徳
通
寳
な
ど
の
銭
貨
を
混
ぜ
て
一
〇
〇
文
と
し
て
使
用
す
る
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
。

受
付
日　

二
〇
一
六
年
七
月
三
〇
日
／
受
理
日　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
七
日

（
こ
ば
や
か
わ
　
ゆ
う
ご
・
金
沢
大
学
大
学
院
人
間
社
会
環
境
研
究
科

　
客
員
研
究
員
）




